
平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
五
条
第
十
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第

二
項
、
第
十
一
条
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
収
用
委
員
会
の
裁
決
の
申
請
手
続
）

第
一
条
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
裁
決
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
同
条
第
三
項
各
号
（
第

三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁
決
申
請
書
を
収
用
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
基
準
）

第
二
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
　
次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域

イ
　
急
傾
斜
地
（
傾
斜
度
が
三
十
度
以
上
で
あ
る
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
　
次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
イ
の
急
傾
斜
地
の
上
端
と
下
端
の
右
端
の
点
を
通
る
鉛
直
面
と
左
端
の

点
を
通
る
鉛
直
面
で
挟
ま
れ
る
土
地
の
区
域

（１）
　
イ
の
急
傾
斜
地
の
上
端
に
隣
接
す
る
急
傾
斜
地
以
外
の
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
上
端
か
ら
の
水

平
距
離
が
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

（２）
　
イ
の
急
傾
斜
地
の
下
端
に
隣
接
す
る
急
傾
斜
地
以
外
の
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
下
端
か
ら
の
水

平
距
離
が
当
該
急
傾
斜
地
の
高
さ
に
相
当
す
る
距
離
の
二
倍
（
当
該
距
離
の
二
倍
が
五
十
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
）
以
内
の
も
の
（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
地
形
の
状
況
に
よ
り
明
ら
か
に
土
石
等
が
到
達
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）

二
　
土
石
流
　
そ
の
流
水
が
山
麓
に
お
け
る
扇
状
の
地
形
の
地
域
に
流
入
す
る
地
点
よ
り
上
流
の
部
分
の
勾
配
が

急
な
河
川
（
当
該
上
流
の
流
域
面
積
が
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
七
条
第
四
号
ハ

に
お
い
て
「
渓
流
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
地
点
よ
り
下
流
の
部
分
及
び
当
該
下
流
の
部
分
に
隣
接
す
る
一

定
の
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
測
し
た
土
地
の
勾
配
が
二
度
以
上
の

も
の
（
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
地
形
の
状
況
に
よ
り
明
ら
か
に
土
石
流
が
到
達
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）

三
　
地
滑
り
　
次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域

イ
　
地
滑
り
区
域
（
地
滑
り
し
て
い
る
区
域
又
は
地
滑
り
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
　
イ
の
地
滑
り
区
域
に
隣
接
す
る
一
定
の
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
地
滑
り
区
域
及
び
当
該
一
定
の
土

地
の
区
域
を
投
影
し
た
水
平
面
上
に
お
い
て
、
当
該
一
定
の
土
地
の
区
域
の
投
影
が
、
当
該
地
滑
り
区
域
の

境
界
線
の
投
影
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
境
界
線
投
影
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
境
界
線
投
影
と
地
滑

り
方
向
（
当
該
地
滑
り
区
域
に
係
る
地
滑
り
地
塊
が
滑
る
場
合
に
当
該
水
平
面
上
に
お
い
て
当
該
地
滑
り
地

塊
の
投
影
が
移
動
す
る
方
向
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
平
行
な
当

該
水
平
面
上
の
二
本
の
直
線
と
の
接
点
を
結
ぶ
部
分
で
地
滑
り
方
向
に
あ
る
も
の
（
同
号
ロ
に
お
い
て
「
特

定
境
界
線
投
影
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
境
界
線
投
影
に
接
す
る
地
滑
り
方
向
と
直
交
す
る
当
該
水
平
面
上

の
二
本
の
直
線
間
の
距
離
（
当
該
距
離
が
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
五
十
メ

ー
ト
ル
）
だ
け
当
該
水
平
面
上
に
お
い
て
地
滑
り
方
向
に
平
行
に
移
動
し
た
と
き
に
で
き
る
軌
跡
に
一
致
す

る
土
地
の
区
域
（
地
滑
り
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
地
形
の
状
況
に
よ
り
明
ら
か
に
地
滑
り
地
塊
の
滑

り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
が
到
達
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）

（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
　
次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域

イ
　
そ
の
土
地
の
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
に
よ

り
当
該
建
築
物
の
地
上
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
急
傾
斜
地
の
高
さ
及
び
傾
斜

度
、
当
該
急
傾
斜
地
の
下
端
か
ら
当
該
建
築
物
ま
で
の
水
平
距
離
等
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
が
、
通
常
の
居
室
を
有
す
る
建
築
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通

常
の
建
築
物
」
と
い
う
。
）
が
土
石
等
の
移
動
に
対
し
て
住
民
等
の
生
命
又
は
身
体
に
著
し
い
危
害
が
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
損
壊
を
生
ず
る
こ
と
な
く
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
伴
う
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
力
が
当
該
通
常
の
建
築
物
の
地
上
部
分
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
を
上
回
る
土
地
の
区
域

ロ
　
そ
の
土
地
の
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土
石
等
の
堆
積
に
よ

り
当
該
建
築
物
の
地
上
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
急
傾
斜
地
の
高
さ
及
び
傾
斜

度
、
当
該
急
傾
斜
地
の
下
端
か
ら
当
該
建
築
物
ま
で
の
水
平
距
離
等
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
が
、
通
常
の
建
築
物
が
土
石
等
の
堆
積
に
対
し
て
住
民
等
の
生
命
又

は
身
体
に
著
し
い
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
壊
を
生
ず
る
こ
と
な
く
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
力
の
大

き
さ
（
当
該
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土
石
等
の
堆
積
に
よ
り
力
が
当
該
通
常
の
建
築
物
の
地
上
部
分
に
作

用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）

を
上
回
る
土
地
の
区
域

二
　
土
石
流
　
そ
の
土
地
の
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
土
石
流
に
よ
り
当
該
建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
土
石
流
に
よ
り
流
下
す
る
土
石
等
の
量
、
土
地
の
勾
配
等
に
応
じ
て
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
が
、
通
常
の
建
築
物
が
土
石
流
に
対
し
て
住

民
等
の
生
命
又
は
身
体
に
著
し
い
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
壊
を
生
ず
る
こ
と
な
く
耐
え
る
こ
と
の
で

き
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
土
石
流
に
よ
り
力
が
当
該
通
常
の
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
流
の
高
さ
に
応

じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
を
上
回
る
土
地
の
区
域

三
　
地
滑
り
　
次
の
要
件
を
満
た
す
土
地
の
区
域

イ
　
そ
の
土
地
の
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等

の
移
動
に
よ
り
力
が
当
該
建
築
物
に
作
用
し
た
時
か
ら
三
十
分
間
が
経
過
し
た
時
に
お
い
て
当
該
建
築
物
に

作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
地
滑
り
地
塊
の
規
模
等
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
が
、
通
常
の
建
築
物
が
土
石
等
の
移
動
に
対
し
て
住
民
等
の
生
命

又
は
身
体
に
著
し
い
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
壊
を
生
ず
る
こ
と
な
く
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
力
の

大
き
さ
（
当
該
地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
力
が
当
該
通
常
の
建
築
物
に

作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す

る
。
）
を
上
回
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
地
滑
り
区
域
に
隣
接
す
る
一
定
の
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
地
滑
り
区
域
及
び
一
定
の
土
地
の
区
域

を
投
影
し
た
水
平
面
上
に
お
い
て
、
当
該
一
定
の
土
地
の
区
域
の
投
影
の
全
て
が
、
特
定
境
界
線
投
影
を
当

該
水
平
面
上
に
お
い
て
地
滑
り
方
向
に
六
十
メ
ー
ト
ル
平
行
に
移
動
し
た
と
き
に
で
き
る
軌
跡
の
範
囲
内
に

あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項
）

第
四
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
土
砂
災
害
の
発
生
原

因
と
な
る
自
然
現
象
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
　
イ
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
並
び
に
当
該
区
域
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ

る
事
項

イ
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
つ
い
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
り
建
築

物
の
地
上
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
行
う
区
域
の
区
分

ロ
　
イ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
伴
う
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大

き
さ
（
当
該
急
傾
斜
地
の
高
さ
及
び
傾
斜
度
、
当
該
急
傾
斜
地
の
下
端
か
ら
当
該
建
築
物
ま
で
の
水
平
距
離

1



等
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
の
う
ち

大
の
も
の
及
び

当
該
力
が
当
該
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

ハ
　
イ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
伴
う
土
石
等
の
堆
積
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大

き
さ
（
当
該
急
傾
斜
地
の
高
さ
及
び
傾
斜
度
、
当
該
急
傾
斜
地
の
下
端
か
ら
当
該
建
築
物
ま
で
の
水
平
距
離

等
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
の
う
ち

大
の
も
の
及
び

当
該
力
が
当
該
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

二
　
土
石
流
　
イ
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
及
び
当
該
区
域
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
つ
い
て
、
土
石
流
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ

を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
行
う
区
域
の
区
分

ロ
　
イ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
土
石
流
に
よ
り
当

該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
土
石
流
に
よ
り
流
下

す
る
土
石
等
の
量
、
土
地
の
勾
配
等
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す

る
。
）
の
う
ち

大
の
も
の
及
び
当
該
力
が
当
該
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
流
の
高
さ

三
　
地
滑
り
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
建
築
物
が
存
す
る
と
し
た
場
合
に
地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て

生
じ
た
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
力
が
当
該
建
築
物
に
作
用
し
た
時
か
ら
三
十
分
間
が
経
過
し
た
時
に
お
い
て
当

該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
（
当
該
地
滑
り
地
塊
の
規
模
等

に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
及
び
当
該
力
が
当
該
建
築
物
に

作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

（
特
定
開
発
行
為
の
制
限
の
適
用
除
外
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
開
発
行
為

二
　
仮
設
建
築
物
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為

（
制
限
用
途
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
施
設
、
学
校
及
び
医
療
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
老
人
福
祉
施
設
（
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援

施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介

護
、
短
期
入
所
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る

施
設
、
保
護
施
設
（
医
療
保
護
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
を
除
く
。
）
、
児
童
福
祉
施
設
（
児
童
自
立
支
援
施
設

を
除
く
。
）
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
（
児
童
発
達
支
援
又
は
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）

の
用
に
供
す
る
施
設
、
母
子
・
父
子
福
祉
施
設
、
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

施
設

二
　
特
別
支
援
学
校
及
び
幼
稚
園

三
　
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所

（
対
策
工
事
等
の
計
画
の
技
術
的
基
準
）

第
七
条
　
法
第
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
対
策
工
事
の
計
画
は
、
対
策
工
事
以
外
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
計
画
と
相
ま
っ
て
、
特
定
予
定

建
築
物
に
お
け
る
土
砂
災
害
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
開
発
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け

る
土
砂
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
を
大
き
く
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
対
策
工
事
以
外
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
計
画
は
、
対
策
工
事
の
計
画
と
相
ま
っ
て
、
開
発
区
域

及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
砂
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
を
大
き
く
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
が
急
傾
斜
地
の
崩
壊
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
策
工
事
の
計
画
は
、
急
傾
斜
地

の
崩
壊
に
よ
り
生
ず
る
土
石
等
を
特
定
予
定
建
築
物
の
敷
地
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
工
事
又
は
施
設
の
設
置
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
の
り
切
　
地
形
、
地
質
等
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
施
行
す
る
こ
と
。

ロ
　
急
傾
斜
地
の
全
部
又
は
一
部
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ

る
施
設
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（１）
　
土
留
　
の
り
面
の
崩
壊
を
防
止
し
、
土
圧
、
水
圧
及
び
自
重
に
よ
っ
て
損
壊
、
転
倒
、
滑
動
又
は
沈
下

を
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
裏
面
の
排
水
に
必
要
な
水
抜
穴
を
有
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
の
り
面
を
保
護
す
る
た
め
の
施
設
　
石
張
り
、
芝
張
り
、
モ
ル
タ
ル
の
吹
付
け
等
に
よ
り
の
り
面
を
風

化
そ
の
他
の
侵
食
に
対
し
て
保
護
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
排
水
施
設
　
そ
の
浸
透
又
は
停
滞
に
よ
り
急
傾
斜
地
の
崩
壊
の
原
因
と
な
る
地
表
水
及
び
地
下
水
を
急

傾
斜
地
か
ら
速
や
か
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
が
発
生
し
た
場
合
に
生
じ
た
土
石
等
を
堆
積
す
る
た
め
の
施
設
　
土
圧
、
水
圧
、
自
重

及
び
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
り
当
該
施
設
に
作
用
す
る
力
に
よ
っ
て
損
壊
、
転
倒
、
滑
動
又
は
沈
下

を
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四
　
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
が
土
石
流
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
策
工
事
の
計
画
は
、
土
石
流
を
特
定
予
定

建
築
物
の
敷
地
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
の
全
部
又
は

一
部
を
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
山
腹
工
　
山
腹
の
表
層
の
風
化
そ
の
他
の
侵
食
を
防
止
す
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
山
腹
の
安
定
性
を
向
上

す
る
機
能
を
有
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
え
ん
堤
　
土
石
流
に
よ
り
流
下
す
る
土
石
等
を
堆
積
す
る
こ
と
に
よ
り
渓
床
を
安
定
す
る
機
能
を
有
し
、

か
つ
、
土
圧
、
水
圧
、
自
重
及
び
土
石
流
に
よ
り
当
該
え
ん
堤
に
作
用
す
る
力
に
よ
っ
て
損
壊
、
転
倒
、
滑

動
又
は
沈
下
を
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
床
固
　
渓
流
の
土
石
等
の
移
動
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
渓
床
を
安
定
す
る
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
土

圧
、
水
圧
、
自
重
及
び
土
石
流
に
よ
り
当
該
床
固
に
作
用
す
る
力
に
よ
っ
て
損
壊
、
転
倒
、
滑
動
又
は
沈
下

を
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
土
石
流
を
開
発
区
域
外
に
導
流
す
る
た
め
の
施
設
　
そ
の
断
面
及
び
勾
配
が
当
該
施
設
を
設
置
す
る
地
点

に
お
い
て
流
下
す
る
土
石
流
を
開
発
区
域
外
に
安
全
に
導
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五
　
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
が
地
滑
り
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
策
工
事
の
計
画
は
、
地
滑
り
地
塊
の
滑
り

に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
を
特
定
予
定
建
築
物
の
敷
地
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま

で
に
掲
げ
る
工
事
又
は
施
設
の
設
置
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
地
滑
り
地
塊
の
除
去
　
地
形
、
地
質
等
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
地
滑
り
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
施
行
し
、
か
つ
、
地
滑
り
地
塊
の
除
去
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
の
り
面
を
安
定
す
る
よ
う
に
施

行
す
る
こ
と
。

ロ
　
水
流
の
付
替
え
　
地
形
、
地
質
、
流
水
等
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
流
水
が
速
や
か
に
流
下
す
る
よ
う
に
施

行
す
る
こ
と
。

ハ
　
排
水
施
設
　
地
滑
り
の
原
因
と
な
る
地
表
水
及
び
地
下
水
を
地
滑
り
区
域
か
ら
速
や
か
に
排
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
土
留
及
び
く
い
　
地
滑
り
力
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
ダ
ム
、
床
固
、
護
岸
、
導
流
堤
及
び
水
制
　
地
滑
り
地
塊
を
安
定
さ
せ
て
い
る
土
地
を
流
水
に
よ
る
浸
食

に
対
し
て
保
護
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
を
堆
積
す
る
た
め
の
施
設
　
土
圧
、
水
圧
、
自
重
及
び
地

滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
当
該
施
設
に
作
用
す
る
力
に
よ
っ
て
損
壊
、
転

倒
、
滑
動
又
は
沈
下
を
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

六
　
対
策
工
事
の
計
画
及
び
対
策
工
事
以
外
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
計
画
に
お
い
て
定
め
る
高
さ
が

二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
擁
壁
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）

2



第
百
四
十
二
条
（
同
令
第
七
章
の
八
の
準
用
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
重
大
な
土
砂
災
害
の
急
迫
し
た
危
険
が
予
想
さ
れ
る
状
況
）

第
八
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
状
況
と
す
る
。

一
　
土
石
流
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
状
況

イ
　
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
該
当
す
る
状
況

（１）
　
河
道
閉
塞
に
よ
る

た
ん湛

水
の
発
生
に
よ
っ
て
た
ま
る
水
の
量
が
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
増

加
に
よ
り
越
流
が
開
始
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
地
点
（
（
２
）
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
越
流
開
始
地

点
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
堆
積
し
た
土
石
等
の
高
さ
が
お
お
む
ね
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
河
道
閉
塞
に
よ
る
湛
水
が
発
生
し
た
河
川
の
う
ち
越
流
開
始
地
点
よ
り
下
流
の
部
分
に
隣
接
す
る
土
地

の
区
域
（
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
地
形
の
状
況
に
よ
り
明
ら
か
に
土
石
流
が
到
達
し
な
い

と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）
に
存
す
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
数
が
お
お
む
ね
十
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
該
当
す
る
状
況

（１）
　
噴
火
に
よ
り
、
降
灰
、
火
砕
流
と
し
て
流
下
し
た
火
山
灰
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
が
、
山
間
部

に
お
け
る
河
川
の
う
ち
そ
の
勾
配
が
十
度
以
上
で
あ
る
部
分
の

も
下
流
の
地
点
よ
り
上
流
の
部
分
の
流

域
の
お
お
む
ね
五
割
以
上
の
面
積
を
占
め
る
区
域
の
土
地
に
お
い
て
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ

で
堆
積
し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
る
こ
と
。

（２）
　
山
間
部
に
お
け
る
河
川
の
う
ち
そ
の
勾
配
が
十
度
以
上
で
あ
る
部
分
の

も
下
流
の
地
点
よ
り
下
流
の

部
分
に
隣
接
す
る
土
地
の
区
域
（
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
地
形
の
状
況
に
よ
り
明
ら
か
に

土
石
流
が
到
達
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）
に
存
す
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
数

が
お
お
む
ね
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
地
滑
り
　
地
滑
り
に
よ
り
、
地
割
れ
若
し
く
は
建
築
物
の
外
壁
の
亀
裂
が
生
じ
、
又
は
そ
れ
ら
の
幅
が
広
が

り
つ
つ
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
滑
り
に
係
る
第
二
条
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
域
に
存
す
る
居
室
を
有
す

る
建
築
物
の
数
が
お
お
む
ね
十
以
上
で
あ
る
状
況

三
　
河
道
閉
塞
に
よ
る
湛
水
　
第
一
号
イ
（
１
）
に
該
当
し
、
か
つ
、
河
道
閉
塞
に
よ
る
湛
水
が
発
生
し
た
河
川

の
越
流
開
始
地
点
よ
り
上
流
の
部
分
の
流
域
の
う
ち
越
流
開
始
地
点
の
標
高
以
下
の
標
高
の
土
地
の
区
域
に
存

す
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
数
が
お
お
む
ね
十
以
上
で
あ
る
状
況

（
緊
急
調
査
を
行
う
た
め
に
特
に
高
度
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
自
然
現
象
）

第
九
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
然
現
象
は
、
土
石
流
及
び
河
道
閉
塞
に
よ
る
湛
水
と
す
る
。

（
費
用
の
補
助
）

第
十
条
　
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
都
道
府
県
に
対
す
る
補
助
金
の
額
は
、
基
礎
調
査
に
要
す
る
費
用
の

額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
緊
急
時
の
指
示
）

第
十
一
条
　
法
第
三
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九

条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
六
日
政
令
第
三
二
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
八
日
政
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
三
日
政
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
五
日
政
令
第
三
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
一
五
日
政
令
第
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
一
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
政
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
設
置
さ
れ
た
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
辺
地
に
係
る
公
共
的

施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康

セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び
同
日
前
に
辺
地
に
係
る
公
共
的

施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ

て
同
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
辺
地
に
係
る
公
共
的

施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
設
置
さ
れ
た
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
過
疎
地
域
自
立
促
進

特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
健

康
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び
同
日
前
に
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
に
定
め
ら
れ
た
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
で
あ

っ
て
同
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促

進
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

域
住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
行
さ
れ
る
土
地
の

区
域
に
お
い
て
新
た
に
第
六
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃

貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お
い
て
当
該
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該

公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
新
た
に
第
六
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地

域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
五
号

に
掲
げ
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項

第
八
号
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
保
育
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
教
育
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
同
項
第
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三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
教
育
・
保
育
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
特
定
教
育
・
保
育
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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